
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

                        （昭和３１年法律第１６２号） 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的

な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定め

るものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管

理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（総合教育会議） 

第１条の４ 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項

についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を

行うため、総合教育会議を設けるものとする。 

（１）教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及 

び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策 

（２）児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる 

おそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

（１）地方公共団体の長 

（２）教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000120_20150801_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=418AC0000000120_20150801_000000000000000

